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第１章　目　　的
第２章　地域及び地積
　第１節　地域の所在
　　　　熊本県（八代市）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　第２節　地　　積　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年１１月現在
（令和５年１２月現在）（第１表）
	　　　
地　目

市町村名
	現　況（ha）
	計　画（ha）

	
	田
	畑
	道・水路
	その他
	計
	田
	畑
	道・水路
	その他
	計

	八代市
	63.2
(63.6)
	
	
	
	63.2
(63.6)
	63.2
(63.6)
	
	
	
	63.2
(63.6)


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第３章　現　　　況
第１節　土地状況
　１．地形及び浸食の程度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　         　　  （第２表）
	地　　目
	田
	畑　・　そ　の　他
	受益地標高
(ｍ)
	備　考


	傾斜区分
	1/1,000
未　満
	1/1,000
～　
1/100
	1/100
～
 1/20
	1/20
～
1/11.5
	1/11.5
以　上
	計

	3°
未満
	3°
～
8°
	8°～15°
	15°
～
20°
	20°
以上
	計

	最高
	最低
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8°
～
12°
	12°
～
15°
	8°
～
15°
	
	
	
	
	
	

	面積(ha)
	63.2
(63.6)
	
	
	
	
	63.2
(63.6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.0
	0.9
	

	比率(％)
	100
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


　２．土地所有の状況
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     令和７年１１月現在　
(令和５年１２月現在)　（第３表）
	　　　　　　    所有別
区　分
	個人有
	個人有
	市町村有
	その他

（県有等）
	計

	面　　　積　(ha)
	63.2
(63.6)
	
	
	
	63.2
 (63.6)

	受 益 者 数　(人)
	122
	
	
	
	 122

	筆   　　数　(筆)
	313

（318）
	
	
	
	 313

 （318）

	権　 利   関 　係
	所有権等
	
	
	
	

	備　　　　考
（所　有　者　数）
	―
	
	
	
	


第２節　水利状況
　１．用水状況　　該当なし
２．排水状況
地区の排水は、地区内に設置された1箇所の排水樋門によって、水無川に自然排水を行っている。
しかし、地区内標高の関係から満潮時には、自然排水が出来なくなることから、県営かんがい排水事業で設置された古閑浜排水機場(昭和52年設
置：Q=1.0m3/s)によって強制排水を行っている。
上流域の宅地化やビニールハウスの増加、気象の変化等による流出量の増加、排水機場の老朽化による排水能力の低下により、湛水被害が発生し、
営農に支障を来している現状である。
（１）排水系統
　　　　６ページの現況排水系統図を参照

現況排水系統模式図
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　（２）排水施設
（ア）排水方法一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第４表）
	           　　　　　　
　項　　目
施　設　
	施　設　名
又　は
（箇　所　数）
	排水慣行
(m3/s)
	現況排水能力
(m3/s)

	自然
	排　　水　　路
	
	
	

	
	排　水　樋　門
	
	
	

	機械
	排　　水　　機
	1
	
	1.00

	
	そ　　の　　他
	
	
	

	計
	1
	
	1.00


　　

（イ）改修を要する施設の一覧表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第５表）
	           　　
項　　目
施　設　
	施　設　名
又　は
（箇　所　数）
	構　　　造

	規　　　模

（ｍ）
	新設年又は
更　新　年
	改 修 を 必 要
と す る 理 由

	自然

	排　　水　　路
	1
	土水路
	1,328m
	昭和52年
	湛水被害の防止

	
	排　水　樋　門
	
	
	
	
	

	機械

	排　　水　　機
	1
	水中モーターポンプ
	φ500㎜
	昭和52年
	湛水被害の防止

	
	そ　　の　　他
	
	
	
	
	


  第３節　道路状況　　該当なし
第４節　地域農業の状況　
　　本地域の営農は、水稲を主体とし、トマトなどの施設野菜やレタスなどの露地野菜など、生産性の高い高度な営農が営まれている。
第５節　地域環境の状況
本計画地では、動植物の貴重種は確認されていない。
(１)　植物

受益地を含む周辺地域には浮葉植物群落、抽水植物群落などがみられる。
(２)　動物
本地区内には、コイ・フナ等の魚類が確認されているが、貴重種は確認されていない。
(３)　景観

　 本地区は、人と自然の共生の歴史において生まれた田園、干拓地水路があり、人と自然の共生維持が望まれている。
第４章　一 般 計 画
第１節　事業計画の要旨
本地域は低平干拓地で、湛水被害の常襲地帯であったことから、県営かんがい排水事業で設置された古閑浜排水機場（S52年設置：Q=1.0m3/s）により強制排水している。しかし、古閑浜地区では、上流域の宅地化やビニールハウスの増加、気象の変化等により湛水被害が発生し、営農に支障を来している現状である。
　　本事業では、地区内を無湛水化・乾田化することにより、湛水被害の防止及び水田の汎用化を図り、トマト・レタス等の作付拡大を推進して、農業経営の安定を図るとともに、排水改良による品質と作付率の向上を図ることを目的に行う。
（施設整備計画）
排水機：水中ポンプ（Q=5.0m3/s）　φ900mm×132kw×3台
第２節　営農計画
1.営農計画の概要
本地区は、低平干拓地で、湛水被害の常襲地帯であったことから、湛水に強い水稲・い草を基幹とした単純な作付体系であった。昭和52年に県営かんがい排水事業古閑浜排水機場が設置されてから施設野菜が増加している。
本計画は、地区内を無湛水化・乾田化することにより、湛水被害の防止及び水田の汎用化を図り、トマト・レタス等の作付拡大を推進して、農業経営の安定化を図るものである。
第３節　用水計画　　該当なし
第４節　排水計画
１．計画基準雨量及び方式  
計画基準雨量　：　 ３日連続雨量　349.7mm/3日(1/10年)
排水方式  　 ：　 自然排水　＋　機械排水
２．計画排水量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第６表）

	　　　項　目
　排水
　系統名
	流 域 面 積
(km２)
	全 排 水 量
 (m３/s)
	単位排水量
(m３/s/km２)
	排水先の施設能力

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	地区内
	地区外
	合計
	自然排水
	機械排水
	自然排水
	機械排水
	水路
	樋門
	ポンプ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	古閑浜排水機場
	　1.115
	　

	　1.115
	　

	　5.00
	　

	0.0686
	　
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


第５節　道路計画　　該当なし
第６節　農用地整備計画　　該当なし
第７節  老朽ため池改修計画　　該当なし
第５章　　主要工事計画
第１節　用水施設　　該当なし
第２節　排水施設
　１．排水樋門　　該当なし
　２．排水機
                                                                                                            　　　　　　　　　　　　　　　　（第７表）
	名称
	所在地
	原動機
	実揚程
（ｍ）
	排水量
（㎥/S）　
	　吐き出し

河川名
	流域面積

（ha）
	建物等の

附帯施設
	維持管理

の方法
	耐用年数

	
	
	種類口径台数種類台数能力
	
	
	
	
	
	
	

	古閑浜地区
排水機場
	八代市
	φ900 75kw 3台
	3.50
	5.00
	水無川
	111.5
	―
	八代市管理
	３０


３．排水路　
        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第８表）
	水路名
	延長

（ｍ）
	排 水 量

（㎥/S）
	構　　　造
	規　　　格
	附帯構造物
	維持管理

の方法
	耐用年数

	古閑浜地区排水路
	1,328
	－
	コンクリート柵渠
	幅3,000㎜×高さ1,000㎜
	－
	八代市管理
	３０


４　計画排水系統
　　　１２ページの計画排水系統図を参照

第３節　道路　　該当なし
第４節　農用地整備施設　　該当なし
第５節　老朽ため池改修施設　　該当なし　
計画系統排水図
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第６章　　附帯工事計画
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　該当なし
第７章　　工事の着手及び完了の予定時期
                                                        着　手 　　　平成３０年　４月
                                        　　　　　 完　了       令和１０年　３月
第８章　環境との調和への配慮

　　本地区では、動植物等の貴重種は確認されていない。しかし、八代市の田園環境整備マスタープランによると、環境配慮区域に位置づけ
られていることから、整備にあたり以下の環境配慮対策を行う。
(1) 機場周辺の潮遊池や排出先の八代海には、多くの動植物が生息しているため、捨石を配置するなど可能な限り生態系及び周辺景観に
　　配慮する。
(2) コンクリート打設、地盤改良等による濁水の発生が予想されるため、その処理を行う。濁水処理については、pH中和処理施設等の設置も
　　視野に入れる。
(3) 周辺宅地への騒音・振動等を緩和するため、低騒音・低振動型機械を使用する。また、工事車両の徐行運転を行う。
第９章　　換地計画の概要
該当なし
第１０章　　事業費の総額及び内訳
　　　　　　                                                                 　　　　　　　　　 　　　　　　　（第９表）
単位：千円
	主 要 工 事 費
	1,276,884
(1,238,891)

	測量及び設計費
	227,210
(220,450)

	用地費及び補償費
	41,906 
(40,659)

	換　　地　　費
	0

	附　帯  工  事
	0

	小　　　計
	1,546,000
(1,500,000)

	地 方 事 務 費
	77,300
(75,000)

	計
	1,623,300
(1,575,000)


事業費の負担区分及び地元負担の基準          　　　　　　　　　 　　　　　　                （第１０表）
	
	事業費
	事務費

	国庫負担予定額
	      773,300千円 
(750,000千円) 
	50%
	
	

	県費負担予定額
	      425,150千円 
(412,500千円)
	27.5%
	 77,300千円 
 (75,000千円) 
	  　  5%

	市町村負担予定額
	     154,600千円
(150,000千円)
	10%
	
	

	地元負担予定額
	  　 193,250千円
(187,500千円)
	  12.5%
	
	

	計
	   1,546,000千円
(1,500,000千円)
	77,300千円
(75,000千円)


第１１章　効　　用
        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  　　　　　　（第１１表）
	項　　目　
区　　分
	年総効果（便益）額
（千円）
	年総増加農業所得額
（千円）
	備    　考


	食料の安定供給の確保に関する効果
	28,219
(28,142)
	     105,641
(107,543)
	作物生産効果


	食料の安定供給の確保に関する効果
	73,524
	       28,643
	営農経費節減効果


	食料の安定供給の確保に関する効果
	△ 1,183
	           0
	維持管理費節減効果


	農業の持続的発展に関する効果
	80,262
	       37,670
	災害防止効果（農業資産）


	農業の持続的発展に関する効果
	　    88,188
	0
	災害防止効果（一般資産）


	農業の持続的発展に関する効果
	48,131
	0
	災害防止効果（公共資産）


	その他の効果
	23,116
23,124
	0
	国産農産物安定供給効果

	計

	340,257
340,188
	171,954
(173,856)
	令和５年度単価



総費用（現在価値）：　 2,068,178千円
　　　　　　　　　　　(1,877,084千円)　
総便益（現在価値）：　 8,518,513千円)
　　　　　　　　　　　(7,761,552千円)　
総費用総便益比　  ＝   8,518,513千円) ／  2,068,178千円  ＝   4.11
                      (7,761,552千円) ／ (1,877,084千円) ＝  (4.13)
第１２章　　関連する事業
該当なし
第１３章　　施設の管理
（第１２表）
	施設の種類
	工事完了後の管理者
	管理開始の手段
	管理開始の時期

	古閑浜地区排水機場
	八代市
	財産譲与
	財産譲与契約時

	古閑浜地区排水路
	八代市
	財産譲与
	財産譲与契約時


　　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
（１）管理開始の特例

　　　　　　　　　  ただし、財産譲与前であっても、管理を委託された者は、ただちに管理を開始するものとする。
（２）財産譲与・換地処分の条件
　　　なし
第１４章　　現況・計画図面
　１．現況平面図　　　　　別添　　　　
　２．計画平面図　　　　　別添
　３．土地利用計画図　　　別添
　４．主要構造図　　　　　別添
（地区の概要）


　　本地域は低平干拓地で、湛水被害の常襲地帯であったことから、古閑浜排水機場（S52年設置：Q=1.0m3/s）により強制排水している。しかし、上流地域の宅地化やビニールハウスの増加、気象の変化等による流出率の増加、排水機場の老朽化による排水能力の低下により湛水被害が発生し、担い手の規模拡大の制約及び水管理労力の増加を来している現状である。


（地区の現況・問題点）


・排水状況


　　地区の排水は、地区内の支線及び幹線排水路を経て、河川堤防に設置されている各排水樋門から水無川へと自然排水を行っている。


　しかし、田面標高が低く、潮位によっては自然排水が出来なくなることから、県営かんがい排水事業で設置された古閑浜排水機場（Q=1.0m3/s）よって強制排水を行っている。しかし、上流域の宅地化やビニールハウスの増加、気象の変化等による流出量の増加、排水機場の老朽化による排水能力の低下により、湛水被害が発生し、営農に支障を来している現状である。


（問題点を改善するための事業内容・目的）


本事業では、排水機場を整備し水管理の省力化を図るとともに、地区内の湛水被害の防止及び水田の汎用化を図り、トマト・レタス等の作付拡大を推進して、担い手への　農地集積・集約や生産性の向上により担い手の経営規模拡大を図ることを目的に排水機場の更新及び排水路の整備を行う。
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